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 第７章 誘導施策に関する事項 

本章では、第３章から第５章で示した、将来都市構造の実現や、都市機能誘導区域･居住誘導区

域への都市機能及び居住の誘導等を緩やかに図るための誘導施策を設定します。 

１．誘導施策設定の基本的な考え方  

・立地適正化計画で目指す都市像及びまちづくりの方針、また、将来都市構造を実現する観点 

から、都市機能誘導区域･居住誘導区域への都市機能及び居住の誘導等を緩やかに図るため 

の誘導施策を設定します。 

・誘導施策の体系については、下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

人
を
育
み 
夢
を
育
む 

未
来
に
つ
な
が
る
ま
ち 

ふ
っ
さ 

【誘導施策の体系】 

目指す都市像 

(ターゲット) 

立地適正化計画で目指すまちづくりの方針(ストーリー) 

選
ば
れ
る
ま
ち
に
な
る
た
め

の
福
生
駅
を
は
じ
め
と
し
た

駅
周
辺
の
拠
点
性
強
化 

高
齢
世
代
や
子
育
て
世
代
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
住
環
境
形
成 

市
民
の
日
常
生
活
を
支
え
、
拠
点

へ
の
ア
ク
セ
ス
性
を
高
め
る
公

共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実 

ま
ち
づ
く
り
の
方
針
１ 

ま
ち
づ
く
り
の
方
針
２ 

ま
ち
づ
く
り
の
方
針
３ 

□福生駅を中心とした駅周辺の拠
点性強化に寄与する施策 

 
□駅周辺における都市機能の立地
促進に寄与する施策 

 

□公共交通ネットワークの充実に寄
与する施策 

 

誘導施策の方向性 

【都市機能誘導区域における都市機能の維持･確保】 
 

【居住誘導区域における人口密度の維持･確保】 
 

【公共交通ネットワークの充実】 
 

具体的 

誘導施策 

 

施策番号 

01～05 

施策番号 

06 

施策番号 

07～18 

施策番号 

19～21 

施策番号 

22～37 

施策番号 

40～46 

□子育て世代の定住促進･誘導に
寄与する施策 

 
□高齢化社会への対応に寄与する
施策 

 □優良な都市基盤と住環境の維持
に寄与する施策 

 
□誰もが安全・安心に暮らし続けら
れるまちの形成に寄与する施策 

 

施策番号 

38、39 
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２．具体的な誘導施策 

 
【都市機能誘導区域における都市機能の維持・確保】 

都市機能誘導区域において、拠点性･利便性の更なる向上を図るため、各種都市機能の特性 

ごとに、必要な施策の維持･集積や、人口分布に見合った施設を適切に配置するための誘導 

施策を設定します。 

□福生駅を中心とした駅周辺の拠点性強化に寄与する施策 
 

施策番号 施策名 

０１ 集客力の高い公共施設等の機能導入 

施策内容 

 

◇福生市総合計画（第５期）（令和２年３月策定）の定住化対策の総合戦略における「住宅戦

略分野」と「産業戦略分野」の取組として福生駅周辺の高度利用を進めていき、集客力の

高い公共施設等の機能導入を図ることにより、各種イベントや事業を実施し、人の流れを

引き寄せ、まちのにぎわい創出を目指していきます。 

◇住環境･商業環境の整備を推進していくため、「市街地再開発推進支援事業」を実施して

いきます。 

対象地区 

 都市機能誘導区域(福生駅周辺を中心とする拠点) 

 

施策番号 施策名 

０２ 再開発事業に基づく福生駅西口地域の拠点性向上 

施策内容 

 
◇段階的に市街地再開発事業を行うことにより、土地及び空間の有効的な利用を促進し、新

たな商業及び居住スペースの供給を目指していきます。 

対象地区 

 都市機能誘導区域(福生駅周辺を中心とする拠点) 
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施策番号 施策名 

０３ 公共機能等の整備と連動した中心市街地の形成 

施策内容 

 
◇都市機能の整備･誘導や公共施設等総合管理計画と連動した中心市街地の形成を目指

し、子育て世代を中心とした新たな居住者の確保を目指していきます。 

対象地区 

 都市機能誘導区域(福生駅周辺を中心とする拠点) 

 

 

施策番号 施策名 

０４ 福生駅西口まちづくりと連動した道路計画の検討 

施策内容 

 
◇福生駅西口地区周辺のまちづくりの進捗に合わせて、地元住民と連携しながら道路計画

を検討していきます。 

対象地区 

 都市機能誘導区域(福生駅周辺を中心とする拠点) 

 
 

施策番号 施策名 

０５ 富士見通り拡幅整備事業と特色ある沿道のまちなみ形成 

施策内容 

 

◇富士見通りを拡幅整備するとともに、地区計画制度を活用して福生市ならではの多文化が

融合する国際色豊かなまちなみ形成を誘導し、にぎわいと魅力ある空間を創出することに

より、来訪者の増加や若年世代の定住を誘因します。 

対象地区 

 都市機能誘導区域(福生駅周辺を中心とする拠点) 
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□駅周辺における都市機能の立地促進に寄与する施策 
 

施策番号 施策名 

０６ 都市機能の立地促進と現状の施設の維持 

施策内容 

 

◇本計画において誘導施設に位置付けることにより、都市機能の立地促進と現状の施設の

維持を図っていきます。 

【都市機能の立地促進】 

≪福生駅周辺を中心とする拠点≫ 

行政機能:保健センター 

子育て機能：子育て支援施設 

教育･文化機能：文化発信・交流施設、知的空間創造施設、スポーツアクティビティ施設 

≪拝島駅周辺を中心とする拠点≫  

商業機能：スーパーマーケット 

≪熊川駅周辺を中心とする拠点≫     

商業機能：スーパーマーケット 

金融機能：銀行･郵便局等(有人窓口) 

【現状の都市機能の維持】 

≪福生駅周辺を中心とする拠点≫ 

行政機能：市役所(本庁舎) 

商業機能：大型商業施設、スーパーマーケット 

医療機能：災害拠点病院 

金融機能：銀行･郵便局等(有人窓口) 

≪拝島駅周辺を中心とする拠点≫ 

金融機能：銀行･郵便局等(有人窓口) 

≪牛浜駅及び東福生駅周辺を中心とする拠点≫  

商業機能：スーパーマーケット       

金融機能：銀行･郵便局等(有人窓口) 

 

対象地区 

 都市機能誘導区域 
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【居住誘導区域における人口密度の維持・確保】 

日常生活サービスを担う都市機能及び公共交通の維持が可能な人口密度を保つため、居 

住誘導区域への居住を促す施策を設定します。 

□子育て世代の定住促進･誘導に寄与する施策 
 

施策番号 施策名 

０７ こども家庭センター(仮称)の設置･運営 

 施策内容 

 

◇こども家庭センター（仮称）を設置し、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を実施して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

施策番号 施策名 

０８ 待機児童解消に向けた既存施設の活用 

 施策内容 

 

◇老朽化した既存の保育園の園舎建替事業について市で経費の一部を助成するとともに、

質の高い保育を受けられる保育活動の環境整備に重点を置き、待機児童の解消に向けた

取組を実施していきます。 

◇引き続き幼稚園における一時預かり(在園児対象)を実施し、在園児以外も視野に入れたサ

ービスの充実化を目指していきます。 

◇不足する保育士の確保に向けて、保育士宿舎の借上支援事業等を実施します。 

対象地区 

 居住誘導区域 

出典:こども家庭センターについて こども家庭庁支援局虐待防止対策課 
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施策番号 施策名 

０９ ファミリー･サポート･センター事業及び子育てひろば事業の実施 

 施策内容 

 

◇「子育てひろば事業」を実施し、安心して子育てできる環境の創出を目指していきます。 

◇福生市社会福祉協議会に委託している「ファミリー･サポート･センター事業」を実施し、安

心して子育てできる環境の創出を目指すとともに、利用者からの要望も多い家事援助につ

いて、実施に向けた検討を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

１０ 学童クラブの充実 

 施策内容 

 ◇学校の更新等に伴い、施設の複合利用を図るなど学童クラブの充実を目指していきます。 

対象地区 

 居住誘導区域 

「ファミリー･サポート･センター事業」による講習会の様子 

 

「ふれあいひろば」の様子（子育て広場事業） 

出典:福生市ホームページ 
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施策番号 施策名 

１１ 学童クラブ事業の実施 

 施策内容 

 
◇引き続き「学童クラブ事業」を実施し、今後は「ふっさっ子の広場事業」とのプログラム等の

共有化を図り、更なる利用環境の向上を目指していきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

１２ ふっさっ子の広場事業の実施 

 施策内容 

 

◇引き続き「ふっさっ子の広場事業」を実施し、平日の放課後や長期休業期間において、子

どもが安心して過ごせる居場所を創出していきます。 

◇今後は「学童クラブ事業」とのプログラム等の共有化を図り、更なる利用環境の向上を目指

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

出典:福生市資料 
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施策番号 施策名 

１３ 図書館サービスの充実 

 施策内容 

 

◇おはなし会等の乳幼児とその保護者や小学生を対象とした事業を引き続き実施し、子育て

世代へのサービスの充実を図っていきます。 

◇電子図書館の開設により、来館が困難な方への利便性の向上を図っていきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

１４ 公民館等を活用した地域コミュニティの活性化 

 施策内容 

 

◇公民館等を活用し、市民の生きがいづくり･仲間づくりとしての居場所の創出を目指してい

きます。 

◇今後は20代から30代に向けた事業展開も検討していきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

１５ 優良住宅取得推進事業の実施 

施策内容 

 

◇自らが所有する新築の長期優良住宅に居住する子育て世帯(中学生までの子と同居する

親)に対して、最長５年間、当該住宅(家屋)に対して課される固定資産税及び都市計画税

相当額を助成し、子育て世帯の持ち家の取得に対する経済的負担軽減により、定住促進

を図っていきます。 

対象地区 

 居住誘導区域 
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施策番号 施策名 

１６ マイホーム借上げ制度の活用促進 

 施策内容 

 

◇子育て世帯及び高齢者世帯がそれぞれの生活に適した居住環境とするため、高齢者の所

有する戸建て住宅を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸する住み替えを促進す

るため、(一社)移住･住みかえ支援機構(JTI)が行っているマイホーム借上げ制度(50歳以上

の方が所有するマイホームを借上げて転貸し安定した家賃収入を保証する制度)の情報提

供を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区 

 居住誘導区域 

 

 

施策番号 施策名 

１７ 同居･近居･隣居に関する支援 

 施策内容 

 

◇同居･近居は、親世代が近くに住んでいることから子育ての協力等でメリットも多く、家族で

の支え合いが期待できることから、同居や近居･隣居に対する支援を検討し、若者が市内

に残る住まいづくりを進めていきます。 

◇具体的には、住宅金融支援機構と協定を締結し、「優良住宅取得推進事業」対象者のう

ち、同居･近居(市内または取得住宅から２ｋｍ以内)に該当する者で、フラット35を利用する

場合に、適用される利率の引き下げを行います。 

対象地区 

 居住誘導区域 

出典:一般社団法人移住･住みかえ支援機構ホームページ マイホーム借上げ制度 
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施策番号 施策名 

１８ 子育て支援住宅整備助成事業の実施 

 施策内容 

 

◇東京都で実施している「東京こどもすくすく

住宅認定制度※」による子育て世帯向けの

住宅建設を促進するため、こどもすくすく住

宅認定基準を満たす共同住宅を市内に整

備する場合に、整備費の一部を助成しま

す。 

 ※居住者の安全性や家事のしやすさなどに配

慮された住宅で、かつ、子育てを支援する施

設やサービスの提供など、子育てしやすい環

境づくりのための取組を行っている優良な住

宅を東京都が認定する制度です。 

対象地区 

 居住誘導区域 

□高齢化社会への対応に寄与する施策 
 

施策番号 施策名 

１９ 公民館等を活用した地域コミュニティの活性化（再掲） 

 施策内容 

 

◇公民館等を活用し、市民の生きがいづくり･仲間づくりとしての居場所の創出を目指してい

きます。 

◇今後は20代から30代に向けた事業展開も検討していきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

出典:東京都住宅政策本部ホームページ 

東京こどもすくすく住宅認定制度パンフレット 
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施策番号 施策名 

２０ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 施策内容 

 

◇高齢化に伴う相談件数の増加や相談内

容の多様化に対応するため、地域包括支

援センターを再配置しました。 

◇地域包括支援センターは、高齢者に関わ

る多職種と連携して、医療、介護、介護予

防、住まい、生活支援の一体的な提供を

図る地域包括ケアシステムの深化を目指

し、更なる高齢者支援を図ります。 

 

 

 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

２１ 地域会館等を活用した介護予防事業の実施 

 施策内容 

 

◇地域会館等を活用して、各団体において自主的に取り組む転倒防止のための軽体操やレ

クリエーション活動などをサポートしています。 

◇今後は、高齢化の進行に伴い利用者の増加が想定されるため、介護予防リーダーの育成

と、トレーニング場所の確保などに向けた検討を行い、高齢者が気軽に集まれる居場所の

創出を目指していきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

出典:福生市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第９期） 

地域包括ケアシステムのイメージ 
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□優良な都市基盤と住環境の維持に寄与する施策 
 

施策番号 施策名 

２２ 公共交通結節点等におけるバリアフリー化の推進 

 施策内容 

 

◇東福生駅及び熊川駅にエレベーター設置等のバリアフリー化に向けた取組を実施してい

きます。 

◇今後整備する道路については、東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに基づ

いたバリアフリー化を推進していきます。また、策定を予定している市道整備計画に基づ

き、既存道路についても通学路の安全確保を基本とし、整備の優先順位等を検討していき

ます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

２３ 公共サイン表示による公共施設への円滑な誘導 

 施策内容 

 
◇福生市公共サイン整備方針(平成25年３月策定)に基づき、市民や外国人を含む来訪者の

円滑な公共施設への誘導を図っていきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 
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施策番号 施策名 

２４ 防災マップ･ハザードマップの全戸配布 

 施策内容 

 

◇多摩川の洪水浸水想定区域の見直しに伴う洪水･内水ハザードマップの更新版を全戸配

布し、防災マップについても地域防災計画の改定に伴い全戸配布する予定であり、市民

に防災情報を提供することで、災害による被害の低減を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

出典: 福生市ホームページ 防災マップ、洪水･内水ハザードマップ 
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施策番号 施策名 

２５ 関係機関と連携した総合防災訓練等の実施 

 施策内容 

 

◇市民に対し、総合防災訓練等を通じて防災対策への啓発を進めるとともに、自主防災組織

活動やその他各種団体などで実施している防災訓練等への支援･避難訓練実施に向けた

啓発を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

２６ 講習会や出前講座を通じた防災対策における啓発活動の実施 

 施策内容 

 

◇講習会や出前講座を通じた防災対策の啓発活動を引き続き実施していきます。 

◇消防署と連携して自主防災組織に対しての講習･講演等を引き続き実施し、地域の防災力

の向上を目指していきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

 

出典: 東京消防庁ホームページ 福生市総合防災訓練及び合同水防訓練

の様子 
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施策番号 施策名 

２７ 防災行政無線戸別受信機貸与事業の実施 

 施策内容 

 

◇土砂災害警戒区域や難聴地域に在住する市民のうち、希望者に対し、防災行政無線戸別

受信機を貸与する「防災行政無線戸別受信機貸与事業」を引き続き実施し、円滑な災害

情報等の伝達を実施していきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

２８ 災害時における円滑な避難活動等の実施 

 施策内容 

 

◇避難行動支援希望者登録台帳制度により、登録者の名簿を消防、自主防災組織、民生委

員などに事前配布し、災害時の安否確認等を依頼し、災害時の円滑な避難活動等の実施

を支援していきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

２９ スポーツ環境の充実 

 施策内容 

 
◇体育館での教室事業や学校施設の開放事業を引き続き実施して、スポーツを通じた市民

の健康増進や交流促進を図ります。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 
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施策番号 施策名 

３０ 雨水管きょ整備等による冠水箇所の解消 

 施策内容 

 

◇雨水管きょについては引き続き整備を実施し、宅内への浸透施設や貯留槽設置の助成に

ついてもPRを行い、冠水箇所解消に向けた取組を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

３１ 下水道ストックマネジメント計画に基づく施設の更新 

 施策内容 

 

◇マンホール蓋の長寿命化を図るため、耐用年数を超えているマンホール蓋等を対象に蓋

替工事を随時実施していきます。 

◇平成31年３月に策定した下水道ストックマネジメント計画に基づき、施設更新等を行ってい

きます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

出典: 福生市ホームページ 雨水貯留槽と雨水浸透ます設置費一部助成のパンフレット 
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施策番号 施策名 

３２ 無電柱化の推進 

 施策内容 

 
◇道路の無電柱化を推進し、災害時の電柱倒壊がなくなることによる防災性の向上や、安全

で快適な歩行空間の確保並びに都市景観の向上を図ります。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

 

 

施策番号 施策名 

３３ 道路維持計画に基づく道路復旧工事の実施 

 施策内容 

 ◇令和２年３月に策定した道路維持計画に基づき、適切な維持修繕を行っていきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

施策番号 施策名 

３４ 踏切の安全対策の推進 

 施策内容 

 
◇市内を分断する鉄道の踏切における歩行者等の安全対策を推進し、移動の円滑化と市民

生活の利便性の向上を図ります。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 
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施策番号 施策名 

３５ 公園施設整備計画に基づく効率的な予防保全型の維持管理 

 施策内容 

 

◇福生市公園施設整備計画に基づき、損傷が発生した後に修繕等を行う「事前保全型」か

ら、計画的に改修等を行う「予防保全型」の維持管理へと変換し、計画的な長寿命化により

更新時期の集中を回避することで、施設の機能保全と更新費用の平準化を図ります。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

施策番号 施策名 

３６ 現状課題やニーズの変化を踏まえた公園再編等方針に基づく利活用 

 施策内容 

 

◇福生市公園施設整備計画に基づき、「一部の施設（遊具）を統廃合しスリム化する」「特定

の公園の機能を別タイプの公園に転換する」などといった可能性・妥当性を検討すること

で、周辺地域での公園的機能を創出します。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

施策番号 施策名 

３７ 土砂災害警戒区域指定箇所における法面防護工事の実施 

 施策内容 

 

◇土砂災害警戒区域で、道路に面している箇所については、道路ストック点検の結果に基づ

き随時法面整備工事を実施し、法面崩落等の被害防止のための整備を実施していきま

す。 

◇道路に面している箇所以外の公園･緑地については随時調査を行った上で、必要に応じ

て法面整備工事を実施していきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 



第７章 誘導施策に関する事項 

 

 

 

 

 

 

  

116 

 

□誰もが安全・安心に暮らし続けられるまちの形成に寄与する施策 

 

 

 

 

 

 

施策番号 施策名 

３８ 空き家住宅除却助成事業の実施 

 施策内容 

 

◇昭和56年５月以前に建築され、１年以上空き家となっている住宅を市内に所有する者が除

却をする場合に、除却費用の一部を助成し、空き家の除却促進を図り、安全で安心な住環

境の形成や、不動産の流通の促進を目指していきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

施策番号 施策名 

３９ 住宅の耐震化の促進 

 施策内容 

 

◇福生市耐震改修促進計画に基づき、令和７年度末までに耐震性が不十分な住宅をおお

むね解消するため、新耐震基準施行（昭和56年）以前の建築物の耐震診断及び耐震改修

を促進します。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 
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【公共交通ネットワークの充実】 

現在も市内の大部分のエリアで基幹的公共交通が充実していますが、都市機能を集積する拠点 

へのアクセス性を高めるため、特に公共交通不便エリアにおける高齢者等の移動手段を確保する 

ため、関係機関と連携しながら、道路を含めた効果的なネットワークを形成するための施策を設定 

します。 

□公共交通ネットワークの充実に寄与する施策 
 

施策番号 施策名 

４０ 公共交通機関等の充実 

 施策内容 

 

◇公共交通の安全性と利便性の向上及びバリアフリー化を図るため、駅機能の整備充実に

努めるとともに、八高線の複線化や五日市線の輸送力増強などについて関係機関に要望

していきます。 

◇路線バスの空白地区の改善のため、バス路線の新設や増便をバス事業者に要望していき

ます。 

◇路線バス交通の空白地区を補完するため、引き続き福祉バス事業を実施し、交通弱者の

対策を実施していきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

４１ 福祉バス運行事業の更なる推進・促進 

 施策内容 

 

◇公共交通の重要性を鑑み、高齢者や障害者また、妊婦・乳幼児・未就学児等の方々が市

内福祉施設等を利用する際の福祉バスに、令和６年１月より１コース追加し、利便性の向上

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域)  

出典: 福生市ホームページ  
福祉バス つつじ号(福生コース) 

出典: 福生市ホームページ  
福祉バス もくせい号(熊川コース) 
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施策番号 施策名 

４２ 福生駅西口まちづくりと連動した道路計画の検討（再掲） 

施策内容 

 
◇福生駅西口地区周辺のまちづくりの進捗に合わせて、地元住民と連携しながら道路計画

を検討していきます。 

対象地区 

 都市機能誘導区域(福生駅周辺を中心とする拠点) 

 

 

施策番号 施策名 

４３ 公共交通結節点等におけるバリアフリー化の推進（再掲） 

 施策内容 

 

◇東福生駅及び熊川駅にエレベーター設置等のバリアフリー化に向けた取組を実施してい

きます。 

◇今後整備する道路については、東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに基づ

いたバリアフリー化を推進していきます。また、策定を予定している市道整備計画に基づ

き、既存道路についても通学路の安全確保を基本とし、整備の優先順位等を検討していき

ます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

 

施策番号 施策名 

４４ 公共サイン表示による公共施設への円滑な誘導（再掲） 

 施策内容 

 
◇福生市公共サイン整備方針(平成25年３月策定)に基づき、市民や外国人を含む来訪者の

円滑な公共施設への誘導を図っていきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 



第７章 誘導施策に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

第

１
章 

第

２
章 

第

４
章 

第

３
章 

第

５
章 

第

６
章 

第

７
章 

は
じ
め
に 

第

８
章 

 

 

 

施策番号 施策名 

４６ 踏切の安全対策の推進（再掲） 

 施策内容 

 
◇市内を分断する鉄道の踏切における歩行者等の安全対策を推進し、移動の円滑化と市民

生活の利便性の向上を図ります。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 

 

  

施策番号 施策名 

４５ 道路維持計画に基づく道路復旧工事の実施（再掲） 

 施策内容 

 ◇令和２年３月に策定した道路維持計画に基づき、適切な維持修繕を行っていきます。 

対象地区 

 立地適正化計画区域(市全域) 



 

 

 

 

 

 


